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考え方考え方
【2005年度競争評価 結果概要から抜粋】【2005年度競争評価 結果概要から抜粋】
・市場支配力の存在

①NTTドコモグループは、市場支配力を単独で行使しうる地位にある。
②複数の事業者が協調して市場支配力を行使しうる地位にある。

・市場支配力の行使
①NTTドコモグル プが市場支配力を単独で行使する可能性は高くない①NTTドコモグループが市場支配力を単独で行使する可能性は高くない。
②複数の事業者が協調して市場支配力を行使する懸念は残る。ただし、その懸念はやや緩和されつつある。

【2006年度競争評価 結果概要から抜粋】
・市場支配力の存在
①NTTドコモグループは単独で市場支配力を行使しうる地位にある。

04年度以降の評価結果と同様、NTTドコモグループが市場支配力を単独で行使しうる地位にあると評価する。現存の市場構造や
事業者間の競争状況においては、一定の競争ルールの存在なしには、シェア1位のNTTドコモグループが単独で価格その他各般の
条件を左右しうる地位にある蓋然性が高い。

②複数の事業者が協調して市場支配力を行使しうる地位にある。②複数の事業者が協調して市場支配力を行使しうる地位にある。
04年度以降の評価結果と同様、シェア上位の複数の事業者が協調して市場支配力を行使しうる地位にあると評価する。

・市場支配力の行使

①NTTドコモグループは単独で市場支配力を行使しうる可能性は低い。

②複数の事業者が協調して市場支配力を行使しうる可能性は低い。

20062006年度の競争評価結果では競争進展を示唆しており、また、年度の競争評価結果では競争進展を示唆しており、また、NTTNTTドコモグループのシドコモグループのシ
ェアは漸次下降している等の現況はあるものの、移動体通信市場における上位シェア３ェアは漸次下降している等の現況はあるものの、移動体通信市場における上位シェア３
社の寡占状態は引き続き存在していると認識。社の寡占状態は引き続き存在していると認識。

引き続き市場動向を注視して オープン化を促進させるなど競争施策の実施が必要引き続き市場動向を注視して オープン化を促進させるなど競争施策の実施が必要
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引き続き市場動向を注視して、オープン化を促進させるなど競争施策の実施が必要引き続き市場動向を注視して、オープン化を促進させるなど競争施策の実施が必要
と考える。と考える。



１．サービスの進捗（１）１．サービスの進捗（１）

【【サ ビスセグメントサ ビスセグメント】】

50M

100M

<Speed>

FTTH 7 2 million

FixedFixed MobileMobile

【【サービスセグメントサービスセグメント】】

12M

24M

50M FTTH 7.2 million 

ADSL

CATV

3.5

Mobile broadbandを
メインターゲットとして

サ ビス展開

2 4M

3.6M

8M

ADSL

14.4 
million

3.5 
millon

サービス展開

512k

1M

2.4M million

Data Card 3G

64k

256k

128k

Di l U
Data Card PHS

14.4k

64k

32k

Dial Up

5.1 million
2.0 million
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Source ： EMOBILE 「Japanese Internet Market」



１．サービスの進捗（２）１．サービスの進捗（２）

【【端末と料金プラン端末と料金プラン】】【【端末と料金プラン端末と料金プラン】】

音声もデータも利用できるブロードバンドケータイを志向音声もデータも利用できるブロードバンドケータイを志向

定額制（月額）を基本として、シンプルで分かり易い料金体系定額制（月額）を基本として、シンプルで分かり易い料金体系

・データサービス・データサービス(HSDPA(HSDPA最大最大7.2Mbps)7.2Mbps) ・＋・＋((プラスプラス))音声サービス音声サービス

◆完全定額制
・4,980円/月から

◆2段階定額制プラン
・ギガデータ
1 000 4980円/月から

EM・ONEα
S11HT ◆データ通信料

・1000～4,980円/月から
に加えて
◆音声通話料金

18 9円/30秒1,000～4980円/月から
・ライトデータ

1,980～5,480円/月から
・スーパーライト

1,000～4,980円/月から

Windows Mobile 6

フルキーボード

・18.9円/30秒
・定額パック24 980円/月

EM間：無料
携帯向け：9.45円/30秒
固定向け：5.25円/30秒

D02NE

PCカード型

D01NＸⅡ

ＣＦカード型

D02ＨＷ

PCカード型 H11T

300万画素カメラ

2.8インチ タッチスクリーン液晶

NTTドコモ ローミング対応

324万画素カメラ

2.8インチワイド QVGA液晶

着うたフル・サウンドプレイモード

5

ワンセグ



１．サービスの進捗（３）１．サービスの進捗（３）

【【提供エリア（提供エリア（NTTNTTドコモローミングエリア含む）ドコモローミングエリア含む）】】【【提供エリア（提供エリア（NTTNTTドコモローミングエリア含む）ドコモローミングエリア含む）】】

ローミングエリアを加えて、全都道府県の主要都市をカバーローミングエリアを加えて、全都道府県の主要都市をカバー

イー・モバイルイー・モバイル NTTNTTドコモドコモ
ローミングエリアローミングエリア※※

＋＋

NTTNTTドコモのローミングは、ドコモのローミングは、20102010年年1010月で終了月で終了

※北海道（札幌郊外を除く）、青森県、岩手県、秋田県、山形
県、福島県、富山県、石川県、福井県、長野県、鳥取県、島
根県 岡山県 山 県 徳島県 香川県 愛媛県 高知県

音声通話 22.05円/30秒

通信 /
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根県、岡山県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、
佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄
県

パケット通信 0.0735円/パケット

SMS 送達通知なし5.25円/回、送達通知あり7.35円/回



１．サービスの進捗（４）１．サービスの進捗（４）

【【加入者の推移加入者の推移】】

503 ,900
600,000

【【加入者の推移加入者の推移】】

411 ,500

503 ,900

400 000

500,000

205 ,900
238 ,500

281 ,300

300,000

400,000

60 200

122 ,300

,

100 000

200,000

60 ,200

0

100,000

2007 6 2007 9 2007 12 2008 1 2008 2 2008 3 2008 42007.6 2007.9 2007.12 2008.1 2008.2 2008.3 2008.4

20072007年年33月のサービス開始以降、順調に加入者数は増加。月のサービス開始以降、順調に加入者数は増加。
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20082008年年33月からは、音声サービスを開始。月からは、音声サービスを開始。



２．２．MVNOMVNOとの連携（１）との連携（１）

【【MVNOMVNOへの取組みへの取組み】】【【MVNOMVNOへの取組みへの取組み】】
積極的にＭＶＮＯと連携をはかり、モバイルブロードバンドを推進積極的にＭＶＮＯと連携をはかり、モバイルブロードバンドを推進

20072007年年1212月よりＭＶＮＯ向けに高速モバイルデータサービスを提供月よりＭＶＮＯ向けに高速モバイルデータサービスを提供

ニフティ Mobile BB 07/12/13

BIGLOBE 高速モバイル 07/12/13

20072007年年1212月よりＭＶＮＯ向けに高速モバイルデータサービスを提供月よりＭＶＮＯ向けに高速モバイルデータサービスを提供

【例１】 イー・アクセス（≒MVNE)経由

イ クセス So-net birWarp（EM） 08/2/28

U-netSURF JetSURF 08/3/17

ASAHIネット 超割モバイル 08/3/25

@T COM 高速モバイルコ ス 08/4/1

イー・アクセス

ネットワーク

@T COM 高速モバイルコース 08/4/1

EMネットワーク
MVNOMVNO

【例2】 イー・モバイル直接

エンドユーザ料金を設定エンドユーザ料金を設定エンドユーザ料金を設定エンドユーザ料金を設定

IIJ IIJモバイル 08/1/21

MVNOMVNO
EMネットワーク

/ /

ACCA ACCA mobile（E） 08/06予定
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エンドユーザ料金を設定エンドユーザ料金を設定エンドユーザ料金を設定エンドユーザ料金を設定



【【認証及び課金等の連携認証及び課金等の連携】】

２．２．MVNOMVNOとの連携（２）との連携（２）

【【認証及び課金等の連携認証及び課金等の連携】】

MVNO-Aのユーザ

認証要求

@aaa.ne.jpドメインユーザの

アクセスログ

ＥＭID：○○○@aaa.ne.jp
PW：XXXXXX

MVNO-A

Radius

@aaa.ne.jpドメインユ ザの
認証要求、及びアクセスログを
MVNO-Aへ転送

ＥＭ

Radius Ｒadius連携

MVNOサービスネットワークMVNO-Bのユーザ
ID：△△△@bbb.com MVNO-B

Radius@ bbb.comドメインユーザの
認証要求、及びアクセスログを
MVNO-Bへ転送

PW：・・・・・・・・
MVNO B

【【認証連携認証連携】】

接続ログの提供

認証要求認証要求 ：： RadiusRadiusにてにてsuffixsuffixを参照、を参照、MVNOMVNOを振分けを振分け ⇒ ⇒ MVNOMVNOにてにてID/PWID/PWでの認証での認証

アクセスログ：アクセスログ： 認証後、セッションの認証後、セッションのUP/DOWNUP/DOWNをアクセスログとして送信をアクセスログとして送信

【【課金連携課金連携】】
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【【課金連携課金連携】】

MVNOMVNOが課金に用いる接続ログ（明細）については、必要に応じて各が課金に用いる接続ログ（明細）については、必要に応じて各MVNOMVNOへ提供へ提供



３．オープン型モバイルビジネスの実現（１）３．オープン型モバイルビジネスの実現（１）

【【ユ ザユ ザIDIDポ タビリティポ タビリティ】】【【ユーザユーザIDIDポ－タビリティポ－タビリティ】】

ユーザユーザIDIDポータビリティの実現は、グローバルなオープン化が確保されるように、積極ポータビリティの実現は、グローバルなオープン化が確保されるように、積極
的に検討されるべき的に検討されるべき的に検討されるべき。的に検討されるべき。

ｺﾝﾃﾝﾂｺﾝﾃﾝﾂ ｺﾝﾃﾝﾂｺﾝﾃﾝﾂｺﾝﾃﾝﾂｺﾝﾃﾝﾂ

ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝ

プラットフォームプラットフォーム

－－ 前提条件前提条件 －－－－ 前提条件前提条件 －－
ｺﾝﾃﾝﾂｺﾝﾃﾝﾂ

ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝ

ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ ﾌﾌﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ

プラットフォ ムプラットフォ ム

のオープン化の確保のオープン化の確保

通信ｻｰﾋﾞｽ通信ｻｰﾋﾞｽ －－ 前提条件前提条件 －－－－ 前提条件前提条件 －－

端端 末末 端端 末末

端末の端末の

オープン化の確保オープン化の確保
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３．オープン型モバイルビジネスの実現（２）３．オープン型モバイルビジネスの実現（２）

【【メールメール//コンテンツのポータビリティコンテンツのポータビリティ】】

たとえば、ｉモード・たとえば、ｉモード・EZwebEZwebのコンテンツ、メールアドレスをのコンテンツ、メールアドレスを
他キャリアの利用者でも使えるようにすべき他キャリアの利用者でも使えるようにすべき

【【メールメール//コンテンツのポータビリティコンテンツのポータビリティ】】

他社他社自社自社
コンテンツコンテンツ

他キャリアの利用者でも使えるようにすべき他キャリアの利用者でも使えるようにすべき

他社他社自社自社

トップページトップページ
ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ

トップページトップページ

・メール・メール

インフラインフラ
NTTNTTドコモドコモ

iiモードモード iiモードモード
・メール・メール

EZwebEZweb EZwebEZweb

NTTNTTドコモドコモ端末端末
NTTNTTドコモドコモ

auau

SBSBモバイルモバイル

auau

ユーザユーザIDIDポポ--タビリティの検討とあわせて、ユーザ利便性をより向上させるためタビリティの検討とあわせて、ユーザ利便性をより向上させるため

SBSBモバイルモバイル
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ユ ザユ ザIDIDポポ タビリティの検討とあわせて、ユ ザ利便性をより向上させるためタビリティの検討とあわせて、ユ ザ利便性をより向上させるため
には、メールには、メール//コンテンツのポータビリティの実現も必要。コンテンツのポータビリティの実現も必要。



【【ｘＶＮＯの推進ｘＶＮＯの推進】】

３．オープン型モバイルビジネスの実現（３）３．オープン型モバイルビジネスの実現（３）

【【ｘＶＮＯの推進ｘＶＮＯの推進】】
例） NGN、携帯電話事業者ネットワークを足回りとしたxVNOによるFMCサービス

インターネット

通信通信

インタ ネット

NGN
コアネットワーク

モバイル
ネットワーク

通信通信

xVNOxVNO事業者事業者
ネットワークネットワーク

ネットワ ク
GC局

NGN
光アクセス

オープン化の促進のためには、モバイルだけでなくNGNのxVNO向けサービスの推進を
図る必要がある
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図る必要がある。

低廉な料金設定でのNGN光アクセスとのGC局における接続を実現すべき。



まとめまとめ

移動体通信市場においては、オープン化の促進など、
競争促進施策 引き続き必競争促進施策は引き続き必要

オ プン型モバイルビジネスの促進のためには 以下のオープン型モバイルビジネスの促進のためには、以下の
2点は有効

・ユーザＩＤポータビリティ・ユーザＩＤポータビリティ
・コンテンツ/メールアドレスのポータビリティ

ＭＶＮＯの推進には、ｘＶＮＯとして活用できるＮＧＮの
光アクセスのＧＣ接続メニューも必要光アクセスのＧＣ接続メ ュ も必要
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